
第22号（3）平成27年7月発行 台東まなびタイムズ　大
た い

 輪
り ん

池波正太郎記念文庫　時代小説特別講演会　江戸料理の精華「八百善」

松井今朝子「八百善」を語る
中央図書館池波正太郎記念文庫では、作家の松井今朝子氏をお迎えし

て特別講演会を開催します。
松井今朝子氏は京都府出身。松竹株式会社で歌舞伎の企画・制作に携

わり、退社後1997年「東洲しゃらくさし」で小説家デビュー、同年「仲
蔵狂乱」で第8回時代小説大賞受賞。2007年「吉原手引草」で第137回
直木賞を受賞しました。爛熟した江戸社会で和食を日本文化の精華に仕
上げた、浅草・山谷堀の高級料亭「八百善」の当主・福田屋善四郎の生涯
について講演いただきます。

【日　　　時】平成27年9月26日（土）午後2時開演
【会　　　場】台東区生涯学習センター2階ミレニアムホール（台東区西浅草3−25−16）
【定　　　員】300人（多数の場合は抽選）
【申 込 方 法】往復はがき（1人1枚）に、イベント名（講演会）・申込者の住所・氏名（ふりがな）・

電話番号を記入。返信の裏面は無記入とし、表面に申込者住所・氏名を記入して下
記お問合せ先まで。

【申 込 締 切】平成27年9月2日（水・必着）
【お問合せ先】〒111−8621　台東区西浅草3−25−16　池波正太郎記念文庫　☎5246−5915

台東区生涯学習推進プランの
平成27年度、平成28年度事業計画を策定しました
台東区教育委員会では、乳幼児から高齢者まで区民のみなさまの生涯にわたる学習を支援する

ため、「生涯学習推進プラン」を策定し計画的に進めています。現在の推進プランの計画期間は平
成24年度から28年度までですが、台東区長期総合計画の計画期間が平成26年度までであるこ
と等から計画事業量については平成24年度から26年度分を示すにとどめていました。このたび、
平成27年度からの10年間を展望した新たな台東区長期総合計画、その実施計画である行政計画
が策定されることから、その内容との調和を図るとともに計画の中間年までの実績を基に計画事
業量を見直し、平成27年度と平成28年度の事業量を計画化しました。
推進プランの詳細は、台東区ホームページで公表しています。

台東区で活躍した本草学者岩崎灌園にスポットを当て、その著作に
関する展示を行います。さらに、谷中分室の開館に合わせて、谷中を
基盤として江戸をフィールドにした、灌園の活動を明らかにします。
【場　　所】台東区立中央図書館（台東区西浅草3－25－16）

2階　郷土・資料調査室内 ゆかりの文学コーナー
【期　　間】平成27年6月19日（金）〜平成27年9月16日(水)
【開館時間】月〜土曜日　午前９時〜午後８時

日曜・祝日　午前９時〜午後５時
【休 館 日】毎月第３木曜日

○専門員によるスライド・トークも開催いたします。
【場　　所】台東区生涯学習センター504教育研修室
【日　　時】8月13日（木）・9月10日（木）　午後1時30分〜
【定　　員】50名（申込不要・先着）

◆ 中央図書館の催し物 ◆

お問合せ先：〒111−8621　台東区西浅草3−25−16
台東区立中央図書館郷土担当　☎5246−5911

台東区ゆかりの文学コーナー企画展

生涯学習センターのミレニアムホールを多くの方々に知っていただくこ
とを目的に、教育委員会主催のコンサートを行っています。「ヴァイオリン
とピアノの夕べ」は美しいピアノとヴァイオリンの調べをご堪能ください。
大変好評な、気軽にクラシックを楽しんでいただけるコンサートです。
皆様お誘い合わせのうえ、ぜひお越しください。

ミレニアムホールふれあいコンサート

★ ヴァイオリンとピアノの夕べ
【期　日】平成27年12月８日（火）　19時開演
【出　演】ヴァイオリン：浦川宜也　ピアノ：田中美千子
【入場料】一般1,000円　小・中学生500円（未就学児は無料）

お問合せ先：生涯学習課学習館担当　☎5246−5811

松井今朝子氏

浦川宜也氏 田中美千子氏

○平成27年度・28年度事業計画について
（１）計画事業数　147事業
（２）新 規 事 業　10事業

○オリンピック・パラリンピック生涯学習講座
○アスリートから学ぶLet’s Enjoy スポーツ
○幼児運動教室
○スポーツボランティアの育成
○たなかスポーツプラザ管理運営　など

お問合せ先：生涯学習課庶務担当　☎5246−5815

「谷中の自然を見る 本草学者･岩崎灌園の世界」

お問合せ先：指導課指導主事室　☎5246−1453

我が家のルールについて
お子さんと話し合うことが重要です

子供たちをスマートフォン等のネット被害から守るために
は、これまで以上に保護者の皆様と学校・教育委員会が連携
していくことが重要です。そこで、保護者の皆様には「スマー
トフォン等の携帯情報端末の利点と欠点を理解しよう」「子
供と一緒に携帯情報端末が本当に必要か考えよう」「子供に
持たせる機器には必ずフィルタリングを設定しよう」等の協
力を依頼させていただきました。特に、ルール作りに一番欠
かせないことは「保護者と子供が我が家のルールについて話
し合うこと」です。ご家庭内でもぜひ話し合ってみてください。

児童・生徒が守る4つの約束
（1）夜10時※以降（※小学生は夜8時以降）は、携帯電話やスマートフォンは保

護者に預け使用しません。
（2）名前やメールアドレス及び個人が特定できる写真は、公開しません。
（3）無料通信アプリ等を利用するときには、自分が言われて嫌だと思うことは

書きません。
（4）困ったことや、分からないことがあったら、必ず保護者や先生に相談します。
保護者が守る3つの約束

（1）保護者は、子供の携帯電話・スマートフォンの使用状況を確認します。
（2）保護者は、約束の時刻になったら子供の携帯電話・スマートフォンを預か

ります。
（3）保護者は、子供を有害サイトから守るためフィルタリングをつけます。

台東区立学校の携帯電話・スマートフォンのルール

台東区の子供たちの実態調査から分かったこと
～中学２年生にスマートフォンを所持した時期を聞いてみました～

ルールを作成するにあたり区内の小学校５年生、中学校１年生・２年生を
対象として、子供たちの実態についてアンケート調査しました。

子供たちをネット被害から守るため
「台東区立学校の携帯電話・スマートフォンのルール」を作成しました!

　台東区では児童・生徒を取り巻く環境の状況を踏まえ、PTA連合会と小・中学校長会、台東区教育委員会で協議を重ね、この度、 
児童生徒のネットトラブル等の未然防止を目的とする「台東区立学校の携帯電話・スマートフォンのルール」を作成しました。

本区の子供たちのスマートフォン保持率は、中学校1年生で62％、
中学校2年生では70％となっています。中学校2年生にスマートフォン
を保持した学年を聞いたところ、スマートフォン保持率は小学校6年生
から中学校1年生にかけて急速に増えており、小学校高学年の段階から
スマートフォンの使用方法を具体的に指導していくことが重要である
ことが分かりました。また、寝不足になったり家庭学習の時間が低下
したり等、使いすぎが原因で起こる弊害があることも分かりました。
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